
 

①
「
総
合
政
策
室
」
を
市
長
直
轄
へ

　
行
財
政
改
革
を
本
格
的
に
進
め
る
た

め
、
昨
年
７
月
に
新
設
し
た
「
総
合
政

策
課
」
を
市
長
直
轄
の
「
総
合
政
策

室
」
と
し
ま
す
。

 

②
幼
稚
園
・
保
育
所
の
事
務
一
元
化
へ

　
就
学
前
教
育
と
保
育
を
一
体
的
に
進

め
る
た
め
、
幼
稚
園
に
関
す
る
事
務
を

福
祉
部
で
受
け
持
ち
ま
す
。

　
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
利
用
者
負

担
を
軽
減
す
る
目
的
で
、
平
成
20
年
度

か
ら
新
た
に
設
け
ら
れ
た
「
高
額
医

療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
」
の
概
要
に

つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
現
在
、
医
療
や
介
護
に
支
払
っ
た
１

カ
月
の
自
己
負
担
額
が
高
額
に
な
っ
た

場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
申
請
す
る
と

限
度
額
を
超
え
た
分
が
支
給
さ
れ
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。
（
医
療
は
「
高
額
療

養
費
制
度
」
、
介
護
は
「
高
額
介
護
サ

ー
ビ
ス
費
制
度
」
と
い
い
ま
す
）
こ
れ

に
加
え
て
、
両
制
度
そ
れ
ぞ
れ
適
用
を

受
け
た
上
で
の
自
己
負
担
合
計
額
が
、

１
年
間
で
一
定
の
上
限
額
を
超
え
た
場

合
に
は
、
さ
ら
に
医
療
保
険
か
ら
「
高

額
介
護
合
算
療
養
費
」
が
、
介
護
保
険

か
ら
「
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
」
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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南
丹
市
で
は
、
「
森
・
里
・
街
が
き
ら
め
く 

ふ
る
さ
と 

南
丹
市
」
の
実
現
に
向

け
て
、
４
月
１
日
付
で
組
織
の
再
編
を
行
い
ま
し
た
。
政
策
体
系
を
意
識
し
、
横
断

的
な
事
務
執
行
体
制
の
確
立
を
目
指
す
も
の
で
す
。

インフォメーション

広報なんたん4・5月号 広報なんたん4・5月号

効
率
的
な〝
行
政
経
営
〞を
目
指
し
て

安
心
し
て
医
療
や
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
を

― 

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度 

―

　
ま
た
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
一
部
を
共

同
で
行
う
一
部
事
務
組
合
な
ど
へ
、
新

た
に
職
員
を
派
遣
し
て
い
ま
す
。
（
船

井
郡
衛
生
管
理
組
合
、
国
民
健
康
保
険

南
丹
病
院
組
合
、
市
園
部
国
際
学
園
都

市
セ
ン
タ
ー
）

　
新
た
な
体
制
の
下
、
〝
行
政
経
営
〞

と
い
う
視
点
に
立
っ
て
、
効
率
的
で
効

果
的
な
事
業
運
営
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

「
南
丹
市
商
工
会
の
お
店
で
利
用
で
き

る
商
品
券
は
な
い
の
？
」

「
合
併
前
の
旧
園
部
町
や
旧
美
山
町
に

は
あ
っ
た
の
に
な
ぁ
！
」

　
そ
ん
な
声
に
お
応
え
し
て
、
南
丹
市

商
工
会
で
は
４
月
１
日
か
ら
、
南
丹
市

全
域
の
商
工
会
加
盟
店
で
利
用
で
き
る

「
商
品
券
」
の
販
売
を
開
始
し
ま
し

た
。
５
０
０
円
券
と
１
，
０
０
０
円
券

の
２
種
類
が
あ
り
ま
す
。
商
品
券
が
利

用
で
き
る
お
店
に
は
、
「
商
品
券
取
扱

店
（
左
図
）
」
の
ポ
ス
タ
ー
や
ス
テ
ッ

カ
ー
を
表
示
し
て
い
ま
す
。

　
贈
答
品
や
記
念
品
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
機
会
に
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

商
工
会
の
商
品
券
販
売
開
始
！

―
地
元
商
店
街
で
お
買
い
物
を
―

　
商
品
券
は
、
南
丹
市
商
工
会
本
所
・

支
所
で
販
売
し
て
い
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

南
丹
市
商
工
会
本
所
・
八
木
支
所

　
℡
（
０
７
７
１
）
４
２
―
５
３
８
０

　
八
木
町
八
木
東
久
保
28
―
１

園
部
支
所
（
園
部
公
民
館
１
階
）

　
℡
（
０
７
７
１
）
６
２
―
０
７
６
６

　
園
部
町
上
本
町
南
２
―
22

日
吉
支
所
（
日
吉
産
業
振
興
会
館
２
階
）

　
℡
（
０
７
７
１
）
７
２
―
０
２
２
４

　
日
吉
町
殿
田
尾
崎
８
―
１

美
山
支
所
（
農
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー
）

　
℡
（
０
７
７
１
）
７
５
―
０
０
２
１

　
美
山
町
安
掛
下
23
―
１

　
任
期
満
了
な
ど
に
伴
い
、
新
た
な
行
政
委
員
が
市
長
の
任
命
ま
た
は

選
任
を
受
け
、
３
月
市
議
会
定
例
会
の
同
意
を
得
て
就
任
さ
れ
ま
し

た
。
各
委
員
会
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
す
。
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

行政委員として
　　お世話になります
行政委員として
　　お世話になります

※新任の方は太字表記
教育委員会委員
委　員　長　齊藤　　進（八木町）
職務代理者　湯浅　照夫（日吉町）
委　　　員　小寺　直見（園部町）
委　　　員　武田　義史（美山町）
教　育　長　牧野　　修（園部町）

公平委員会委員
委　員　長　小林　全弘（園部町）
職務代理者　箱田　博治（美山町）
委　　　員　八田　敦子（八木町）

固定資産評価審査委員会委員
委　員　長　吉田　史樹（園部町）
職務代理者　上田　武司（美山町）
委　　　員　臼井　八郎（八木町）
委　　　員　上段源一郎（日吉町）

▼

商
品
券
取
扱
店
に
表
示
し
て
い
る
ポ
ス
タ
ー

※
住
民
基
本
台
帳
上
で
は
同
一
世
帯
で

あ
っ
て
も
、
対
象
年
度
の
末
日
（
７

月
31
日
）
に
加
入
し
て
い
る
医
療
保

険
（
国
民
健
康
保
険
、
被
用
者
保

険
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
が
異

な
る
場
合
は
別
々
に
計
算
さ
れ
ま
す
。

　
申
請
受
付
は
平
成
21
年
８
月
１
日
以

降
に
開
始
す
る
予
定
で
す
。

　
な
お
、
手
続
き
の
方
法
な
ど
に
つ
い

て
は
、
順
次
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

国
保
医
療
課

　
　
℡ 

０
７
７
１
―
６
８
―
０
０
１
１

高
齢
福
祉
課

　
　
℡ 

０
７
７
１
―
６
８
―
０
０
０
６

各
支
所
健
康
福
祉
課

　
　
　
　
八
木
　
℡ 

６
８
―
０
０
２
２

　
　
　
　
日
吉
　
℡ 

６
８
―
０
０
３
２

　
　
　
　
美
山
　
℡ 

６
８
―
０
０
４
１

〈 

対
象 

〉

　
介
護
保
険
受
給
者
（
65
歳
以
上

の
方
）
が
お
ら
れ
る
世
帯
で
、
１

年
間
（
８
月
か
ら
翌
年
７
月
ま
で
）

に
か
か
っ
た
医
療
費
と
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
の
自
己
負
担
の
合
計
額
が

別
表
の
金
額
を
超
え
る
世
帯
。

所得区分

現役並み所得者：70歳以上で住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯
　　　　　一般：他の所得区分に含まれない世帯
　　低所得者Ⅱ：住民税非課税で、低所得者Ⅰ以外の世帯
　　低所得者Ⅰ：住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき０円とな
　　　　　　　　る世帯（年金の所得は控除額を80万円として計算）

高額医療・高額介護合算制度における世帯の負担限度額（年額）（別表）

所得区分

一般 ５６万円（７５万円） ５６万円（７５万円） ６７万円（８９万円）

低所得者Ⅱ ３１万円（４１万円） ３１万円（４１万円）
３４万円（４５万円）

低所得者Ⅰ １９万円（２５万円） １９万円（２５万円）

現役並み所得者 ６７万円（８９万円） ６７万円（８９万円） １２６万円（１６８万円）

後期高齢者医療制度
＋介護保険

国民健康保険＋介護保険
〔７０歳～７４歳の方がいる世帯〕

国民健康保険＋介護保険
〔７０歳未満の方がいる世帯〕

▲贈り物にもどうぞ

※対象年度（毎年８月から翌年７月）の医療保険および介護保険の自己負担額を対象とします。
　ただし、平成 21年度は平成 20 年４月から平成 21年７月までの16カ月が対象となりますので（　　）内の

金額になります。
※70 歳以上の低所得者Ⅰ区分の世帯で介護保険の利用者が複数いる場合、介護保険からの支給は世帯で 31

万円（41万円）の限度額で計算されます。


